
平成２５年１０月２４日（木曜日） 

北谷町 

駐留軍用地跡地利用推進協議会（第２回）  

 

 

 

 

１ 返還跡地に存在する史跡の保全とその跡地利用に係る制度整備について 

平成２５年９月１９日、日米合同委員会において本町にあるキャンプ瑞慶覧

（Ｆ ＡＣ６ ０４ ４キャンプ瑞慶覧（ 施設技術部地区内の倉庫地区）の一部土地（11ha））

の返還合意がありました。 

本地区には豪雨の度に周辺住宅に影響を及ぼす白比川と文化的価値の高い

北谷城（チャタングスク）があります。 

本合意により返還前の河川改修工事が共同使用の措置により実現すること

となりました。 

しかし、６年後の返還を待つ当該地区まちづくりについて、現在その跡地利

用計画は策定されておらず、また６割の面積を占めるグスクの保全には大きな

課題が残っております。 

返還後の地権者の負担は大きく、その人的・財政的支援を施すには本町単独

では厳しい状況にあります。 

あらためて、本地区の駐留軍用地跡地という特殊性を勘案していただき、文

化財調査及び保全・活用並びに財政的支援に対し、政府の早急なる支援をお願

いしたい。 

以上 

 

１ 策定済の跡地利用計画が計画どおり実行できる方策の検討 

キャンプ桑江（南側）跡地利用計画が早期に実施できる方策の検討 

 

２ 従来の区画整理事業では開発が厳しい環境におけるまちづくり手法の検討支援 

（１）急傾斜地については、緑地保全の観点から適応できる事業の導入支援 

（２）文化財指定に係る調査の返還前実施と調査に関連した支援事業の導入 

 

３ 返還土地が計画どおり、いち早く利用できるよう、駐留軍用地の跡地という特殊性に配慮

した制度整備 

（１）国有財産の無償譲渡（２）文化財調査に係る政府の措置 

（３）土壌汚染等の支障除去の積極的な取組 （４）返還前の国道拡幅工事の着手 

＜参考資料：駐留軍用地跡地利用推進協議会（第１回） 北谷町資料概要＞ 
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